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○岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則 

 

平成２０年４月１日  

広域連合規則第４号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下

「法」という。）、岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成

１９年岡山県後期高齢者医療広域連合条例第３３号。以下「条例」という。）その他法

令等に定めがあるもののほか、岡山県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」とい

う。）が行う後期高齢者医療について必要な事項を定めるものとする。 

（障害認定の申請の却下通知） 

第２条 所定の障害認定申請書により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成１

９年厚生労働省令第１２９号。以下「施行規則」という。）第８条第１項の規定による

後期高齢者医療広域連合の認定（以下「障害認定」という。）の申請があった場合にお

いて、審査等を行った結果、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令

第３１８号。以下「令」という。）別表に定める程度の障害の状態にないことを確認し

たときは、所定の障害認定申請却下通知書により当該申請者に対し通知するものとする。 

（認定証明書の交付） 

第３条 住所の変更に係る施行規則第２６条の規定による資格喪失の届出に際し、障害認

定を受けた被保険者から当該障害認定に係る証明書の交付を受けるため、又は令第１４

条第４項の規定による広域連合の認定（以下「特定疾病認定」という。）を受けた被保

険者から当該特定疾病認定に係る証明書の交付を受けるため、所定の証明書交付申請書

により申請があったときは、当該被保険者に対し所定の認定証明書を交付するものとす

る。 

（負担区分等証明書の交付） 

第４条 住所の変更に係る施行規則第２６条の規定による資格喪失の届出に際し、法第６

７条第１項の規定による一部負担金の支払の負担区分等に係る証明書の交付を受けよう

とする被保険者から所定の証明書交付申請書により申請があったときは、当該被保険者

に対し所定の負担区分等証明書を交付するものとする。 

 （令第７条第５項第１号又は第２号の規定の適用の決定） 

第５条 令第７条第５項第１号又は第２号の規定の適用を受けようとする被保険者は、所

定の基準収入額適用申請書により広域連合長に申請しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、審査等を行い、

令第７条第５項第１号又は第２号に該当するか否かを認定するものとする。この場合に

おいて、該当することを認めたときは所定の基準収入額適用申請認定通知書により当該

被保険者に対し通知するものとし、該当しないことを認めたときは所定の基準収入額適

用申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。 
３ 前２項の規定にかかわらず、広域連合において令第７条第５項第１号又は第２号の規

定に該当することの確認を行うことができるときは、第１項の規定による申請書によら
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ずして第２項の規定による認定を行うことができる。 

 （療養費の支給の決定） 

第６条 所定の療養費支給申請書により施行規則第４７条第１項の規定による療養費の支

給の申請があった場合において、審査等を行った結果、療養費を支給することを決定し

たときは所定の後期高齢者医療給付支給決定通知書により、療養費を支給しないことを

決定したときは所定の後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により、当該被保険者に

対し通知するものとする。 

 （特定疾病認定の決定） 

第７条 所定の特定疾病認定申請書により施行規則第６２条第１項の規定による特定疾病

認定の申請があった場合において、審査等を行った結果、令第１４条第４項に規定する

疾病にかかっていることを認定したときは当該被保険者に対し所定の特定疾病療養受療

証を交付し、当該疾病にかかっていないことを確認したときは所定の特定疾病認定申請

却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。 

 （長期入院該当適用申請等） 

第８条 所定の入院日数届出書により後期高齢者医療の食事療養費標準負担額及び生活療

養費標準負担額（平成１９年厚生労働省告示第３９５号）の規定による届出があった場

合において、審査等を行った結果、届出のあった月以前の１２月以内の入院日数が９０

日を超えると認めた被保険者であって、施行規則第１６条第１項に規定する資格確認書

の交付を受けているものに対しては、同条第２項の規定により長期入院該当日を記載し

た資格確認書を交付し、９０日を超えないと認めたときは、所定の長期入院該当適用申

請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。 

 （葬祭費の支給の申請） 

第９条 条例第２条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、所定の後期高齢者

医療葬祭費支給申請書に当該被保険者の死亡を証する書類を添付して、広域連合長に提

出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、当該書

類の添付を省略させることができる。 

 （保険料の額の通知） 

第１０条 条例第１６条の規定による保険料の額の通知は所定の後期高齢者医療保険料額

決定通知書により、その額に変更があったときは所定の後期高齢者医療保険料額変更決

定通知書により、当該納付義務者に対し通知するものとする。 

２ 特別徴収対象被保険者（法第１１０条において準用する介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「準用介護保険法」という。以下同じ。）第１３５条第５項に規定する

特別徴収対象被保険者をいう。）について仮徴収（準用介護保険法第１４０条第１項又

は第２項の規定に基づく特別徴収をいう。）の方法により保険料を徴収する場合の当該

額の通知は、所定の後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書により当該特別徴収対象

被保険者に対し通知するものとする。 

 （保険料の減免等の決定） 

第１１条 所定の後期高齢者医療保険料減免等申請書により条例第１７条第２項又は第１

８条第２項の規定による保険料の徴収猶予又は減免の申請があった場合において、審査

等を行った結果、当該保険料について徴収猶予又は減免することを決定したときは所定
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の後期高齢者医療保険料減免等決定通知書により、当該保険料について徴収猶予又は減

免しないことを決定したときは所定の後期高齢者医療保険料減免等却下通知書により、

当該被保険者に対し通知するものとする。 

 （被保険者の住所の変更に係る関係市町村が徴収すべき保険料の額） 

第１２条 賦課期日後に被保険者が住所を有することとなった関係市町村（広域連合を組

織する市町村をいう。以下同じ。）において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保

険者が住所を有することとなった日の属する月から月割をもって行う。 

２ 賦課期日後に被保険者が住所を有しなくなった関係市町村において徴収すべき保険料

の額の算定は、当該被保険者が住所を有しなくなった日の翌日の属する月の前月まで月

割をもって行う。ただし、当該関係市町村に住所を有しなくなった日に他の市町村に住

所を有するに至ったときは、その住所を有しなくなった日の属する月の前月まで月割を

もって行う。 

３ 前２項の規定により算定した保険料の額に１００円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。 

４ 第１項及び前項の規定にかかわらず、被保険者が広域連合の区域内の異なった関係市

町村の間において住所を変更した場合の被保険者が住所を有することとなった関係市町

村において徴収すべき保険料の額の算定は、保険料の賦課額から第２項及び前項の規定

により算定した保険料の額を控除した額とする。 

 （還付又は充当の報告等） 

第１３条 関係市町村は、過納又は誤納に係る保険料の徴収金を還付し、又は充当した場

合においては、その旨を広域連合長に報告するものとする。 

２ 広域連合長は、前項の関係市町村の還付が当該年度前に賦課し徴収した保険料に係る

還付金である場合は、当該関係市町村に対し、その還付金相当額を補てんするものとす

る。 

３ 広域連合長は、第１項の還付の際に関係市町村が還付加算金を加算したときは、当該

関係市町村に対し、その還付加算金相当額を補てんするものとする。 

 （その他） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則による改正後の第１３条の規定は、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成３０年８月１日から施行する。 
（準備行為） 

２ この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うこと
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ができる。 
附 則（令和４年１月５日広域連合規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和４年９月２６日広域連合規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢 

者医療に関する規則の規定は、令和４年１０月１日から適用する。 
附 則（令和６年１１月２７日広域連合規則第３号） 

この規則は、令和６年１２月２日から施行する。 


